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案 件 

組織活性化に向けた取組について 

 

人事課・コンプライアンス推進課 
 

１． 政策等の背景・目的及び効果 

重点施策の推進や新たな行政課題に迅速かつ確実に対応し、市民サービス・利便性の向上に資 

するためには、事務執行体制の強化や、スリムで機動的な組織体制を確立しつつ、全体的な組織 

力を将来にわたって維持・向上できるよう、組織全体を活性化していくことが重要となります。 

更なる組織の活性化に向けて、職員のモチベーションの維持・向上を図るため、職員一人ひと 

りが自らの役割を理解し、やりがいと責任を持って業務を遂行できる組織体制を構築することを 

目的として、令和６年度から組織・権限を一体的に見直すにあたり、各職制における権限・役割 

等の明確化や機構改革などの方向性についての考え方を報告するものです。 
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２．内容 

（１）権限の見直しについて 

① 職制ごとの役割等の見直しに向けた考え方 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・ 課長代理はプレイングマネージャーであるものの、プレイヤーとしての比重が大きくなっ

ている状況が見られる。 

・監督職である係長と主任の役割と職責の違いが実態として曖昧になっている。 

・将来の管理職候補を育成しづらい状況となっている。 

【現状の課題】 

 

・課長代理は、課長の補佐・マネジメント・課の課題解決に注力する。 

・課長代理、係長及び主任の役割と職責を明確化し、グループ制の在り方を検討する。 

・課内において、課員への指導・育成・メンタルフォローをより円滑に実施できる体制の整 

備を図る。 

・将来にわたって組織運営を維持・向上させるため、次世代の管理職を担う人材の育成を強 

化する。 

【今後の見直しの方向性】 
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② 事務決裁規程の見直しに向けた考え方 

①と一体的に実施することで、より機動的な組織運営につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施策の方向性や方針は、その都度報告・連絡・相談を行っているが、改めて決裁において上 

位職までの意思決定を行っている。 

・部内・課内で完結できる事務処理についても、上位職までの意思決定が必要となっている。 

・単に情報共有のための合議が見られ、事務処理の迅速化の妨げとなっている。 

 

・各職が専決することができる範囲を見直し、上位職の権限の下位職への委譲を進める。 

・部ごとの実情に合わせて柔軟に対応できるよう、一部の専決事項について、部長の権限により 

決裁区分を決定する。 

・現行の合議事項について、その必要性を精査することにより、意思決定における関与の簡素化 

を図る。 

【今後の見直しの方向性】 

【現状の課題】 
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（２）機構改革の考え方について 

機構改革については、市民サービス・利便性の向上を図り、市民にとって分かりやすい組織体制

とするため、以下の考え方を基本に実施することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．実施時期（スケジュール） 

令和６年２月  総務委員協議会において、令和６年度機構改革（案）等について報告 

令和６年３月  関係条例の一部改正を市議会に提出、関係規則等の改正 

令和６年４月   定期人事異動にあわせて組織・権限等の見直しを実施 
 
 

 

・国の制度改正や行政課題に的確に対応できる組織を構築する。 

・他部署の類似・関連する業務を統合するなど、少人数課を解消する方向で整理するととも 

に、市民にとって分かりやすい組織体制に向け、関連する業務は当該部・課で実施する。 

・重点施策の迅速かつ確実な実施に向け、原則「課」を組織単位とし、課を置く室は廃止す

る。 

 

【基本的な考え方】 
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４．総合計画等における根拠・位置付け              

総合計画 計画の推進に向けた基盤づくり 

計画推進３ 持続可能な行財政運営を進めます 
 

５．関係法令・条例等 

地方自治法（第158条第1項）、枚方市事務分掌条例、枚方市事務決裁規程 等 

 


